
新潟市教育委員会 学校支援課

地域クラブ活動推進室

新潟市 中学生のための地域クラブ活動

これまでの取組における、令和８年度
の変更等（概要）について

○ 団体リスト掲載基準に係る変更について
○ 補助金の内容に係る変更について
○ 認定制度について
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急激な少子化の中にあっても、将来にわたって

子どもたちが継続的にスポーツ・文化芸術活動に

親しむ機会の確保を目指し、地域全体で関係者が

連携して支え、子どもたちの豊かで幅広い活動機

会をつくります。

新潟市 推進方針

＜令和６年度 策定新潟市 中学生のための地域クラブ活動 推進方針より＞2



【団体リスト掲載基準に係る変更】

①週２日以上の休養日を設定し、活動時間は、平日は
１日２時間程度以内、休日は１日３時間程度以内と
して、週当たりの活動時間は１１時間程度の範囲内
としている。

②（旧） 非営利目的の活動をしている。
↓

（新） 営利を主たる目的とせずに運営している。



【団体リスト掲載基準に係る変更】

③申請における必要書類
・申請書
・規約
・名簿

→５月１０日までに代表者、指導者、参加者の
情報を提出してください。



【補助金の内容に係る変更】

①指導者謝金及び指導者研修費の補助額が１団体あた
り最大５０万円から３０万円に

②消耗品費の補助が新設
→１団体あたり最大１０万円まで

③公共施設使用料の補助
→減免対象になった場合に、条件つきで公共施設使

用料を補助
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最新情報は、新潟市HPから

ホームページは
こちらから


